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市
民
社
会
固
有
の
機
能
に
つ
い
て
は
、

論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
整
理
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ

プ
キ
ン
ズ
大
学
の
「
非
営
利
セ
ク
タ
ー
国

際
比
較
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
以
下
「
国

際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
称
す
る
）」
に
お

い
て
設
定
さ
れ
た
「
非
営
利
団
体
の
５
つ

の
機
能
」
を
紹
介
す
る
（
表
１
）。

自治体と市民社会との
「政策協働」「政策対話」

四日市大学総合政策学部　教授　松井 真理子

　

し
か
し
、
自
治
体
が
考
え
る
「
市
民
協

働
」
は
、
特
定
の
事
業
の
実
施
（
何
ら
か

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
提
供
）
を
想
定
し
て
い

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
あ

る
自
治
体
で
は
「
協
働
」
は
特
定
の
「
協

働
事
業
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
し
、
別
の

自
治
体
で
は
「
協
働
」
の
形
態
は
共
催
、

後
援
、
事
業
協
力
、
実
行
委
員
会
、
委
託
、

補
助
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
企

業
も
行
っ
て
い
る
（
自
治
体
か
ら
企
業
へ

の
委
託
は
多
い
）。
自
治
体
は
、
市
民
社

会
と
企
業
と
を
同
列
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
主

体
と
捉
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
市
民
社
会

固
有
の
存
在
意
義
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立

ち
、「
市
民
協
働
」
を
公
共
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
領
域
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
市

民
社
会
の
特
性
に
基
づ
き
「
政
策
協
働
」

「
政
策
対
話
」
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と

に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。　

　

２　

市
民
社
会
の
機
能
と
政
策
形
成

　

⑴　

市
民
社
会
の
本
質

　

今
日
の
市
民
社
会
論
に
お
い
て
は
、
市

民
社
会
は
政
府
や
企
業
と
は
異
な
る
第
３

の
セ
ク
タ
ー
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
生
活
の
中
か
ら
生
じ
る
危
機
意
識
や

ニ
ー
ズ
を
基
に
、
自
発
的
に
連
帯
し
て
不

足
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
つ
つ
、
国
家

や
市
場
に
対
し
て
課
題
の
変
革
を
求
め
て

働
き
か
け
て
い
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、市
民
社
会
は
本
質
的
に
「
政
策
」

に
関
与
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。

　

⑵　

市
民
社
会
固
有
の
機
能

表１　非営利セクター国際比較研究プロジェクトで設定された「非営利団体の５つの機能」
機　　能 内　　　　　　　容

①公共サービス提供機能 非営利団体は医療、教育、福祉、文化などの公共的なサービスを提供する。
政府や企業と比べて、利益を度外視した高品質、低コスト、排除されが
ちな人等へのサービス提供が可能。

②イノベーション機能 政府や企業よりもリスクのあることに挑戦できる。新しいアイディアや
事業を生み出すインキュベーターの役割を果たしうる。

③アドボカシー・社会変革機能 市場原理や行政組織に巻き込まれていないため、自由に政策提言や社会
変革を推進できる。人々の政治参加の道も開く。

④表現・主張機能
　（社会の多様性の促進機能）

倫理観や職業的な関心の表現、芸術表現、イデオロギーの主張等によっ
て、社会の多元性や多様性を促進する。

⑤コミュニティ建設機能 人々の間の信頼を強固にし、助け合いの意識を通じたコミュニティを作
り出す。社会関係資本（social capital）の形成と同意。

　

１　

は
じ
め
に

　

１
９
９
８
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
が
施
行
さ
れ

て
か
ら
20
年
近
く
経
過
し
、
今
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
数
は
コ
ン
ビ
ニ
店
舗
数
と
ほ
ぼ
同
じ

ま
で
増
加
し
た
。
法
人
格
の
な
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
は
そ
の
数
倍
あ
る
と
言
わ

れ
、
災
害
対
策
や
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
等
に
基
づ
く
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
住

民
活
動
も
勢
い
を
増
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
市
民
に
よ
っ
て
組
織
・
運
営
さ
れ
る
非

営
利
の
社
会
貢
献
活
動
の
総
体
を
「
市
民

社
会
」
と
捉
え
る
と
、
市
民
社
会
は
「
公

共
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
主
体
」
と
し
て

は
、
そ
れ
な
り
の
存
在
感
を
発
揮
し
て
き

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
自
治

体
行
政
で
は
「
市
民
協
働
」
と
い
う
言
葉

が
定
着
し
て
き
た
。
な
ぜ
自
治
体
行
政
が

「
協
働
」
に
関
心
を
持
つ
か
と
い
え
ば
、

「
高
齢
社
会
」「
価
値
観
の
多
様
化
」「
財

政
難
」な
ど
に
よ
り
、市
民
が
求
め
る
サ
ー

ビ
ス
の
量
と
質
の
増
加
に
行
政
が
対
応
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
「
市
民
協
働
」
は
行
政
の
人
手
不
足

を
補
完
す
る
だ
け
で
な
く
、
異
な
る
主
体

が
つ
な
が
る
こ
と
で
「
新
し
い
効
果
」
を

生
み
出
す
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（一財）
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で
は
政
府
の
財
政
的
依
存
度
の
高
い
団
体

ほ
ど
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
を
積
極
的
に
行

う
が
、
そ
の
閾
値
を
超
え
る
と
依
存
度
が

高
い
団
体
ほ
ど
抑
制
的
に
な
る
。（
図
２
）

　

こ
の
こ
と
は
、
自
治
体
に
お
い
て
は
、

自
治
体
へ
の
財
政
依
存
の
あ
る
程
度
高
い

団
体
を
中
心
に
、
自
治
体
へ
の
市
民
社
会

の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の
経
験
が
一
定
の
領
域

で
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

社
会
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
に
つ
い
て
、
興
味

深
い
研
究
結
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

補
助
金
や
委
託
事
業
等
の
公
的
資
金
へ

の
依
存
が
、
市
民
社
会
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー

に
与
え
る
影
響
（
政
府
か
ら
お
金
を
も
ら

う
と
市
民
社
会
は
も
の
が
言
い
に
く
く
な

る
な
ど
）
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
関
西

大
学
の
坂
本
治
也
教
授
は
、
既
存
デ
ー
タ

の
分
析
を
基
に
、
近
著
「
政
府
へ
の
財
政

的
依
存
と
市
民
社
会
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
」

に
お
い
て
、
下
記
の
よ
う
な
結
論
を
導
き

出
し
て
い
る
（
結
論
の
一
部
を
抜
粋
）。

　

①
国
と
自
治
体
と
を
比
較
す
る
と
、
自

治
体
の
方
が
人

数
、
仕
事
量
、
協

働
政
策
等
か
ら
市

民
社
会
へ
の
依
存

度
が
高
い
（
自
治

体
の
自
立
度
が
低

い
）。
こ
の
た
め

自
治
体
で
は
、
市

民
活
動
団
体
の

公
的
資
金
収
入
割

合
の
高
さ
は
ア
ド

ボ
カ
シ
ー
に
対
し

て
基
本
的
に
好

影
響
を
与
え
て

い
る
。（
自
治
体

と
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
有
す
る

団
体
ほ
ど
、
ア
ド

ボ
カ
シ
ー
活
動
を

積
極
的
に
行
っ
て

い
る
。）

　

②
し
か
し
、
あ

る
程
度
の
閾
値
ま

　

一
方
、
市
民
社
会
の
政
治
的
な
参
画
や

寄
与
に
つ
い
て
は
、
次
の
２
つ
の
タ
イ
プ

が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

Ａ　

政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス
へ
の
直
接
参
加

　

Ｂ　

現
状
に
対
案
を
提
起
す
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
、
実
例
を
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
政
策
形
成
に
参
加

　

こ
の
２
つ
の
タ
イ
プ
に
基
づ
き
５
つ
の

機
能
を
分
類
す
る
と
、
①
②
（
特
に
②
）

は
Ｂ
、
③
④
は
Ａ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

ま
た
⑤
は
そ
れ
ら
の
基
盤
と
な
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
市
民
社
会
の
機
能
は
、

全
体
と
し
て
政
策
形
成
と
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

市
民
社
会
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の　

　
　
　

現
状
と
自
治
体
と
の
関
係

　

⑴　

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
と
は

　

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
は
、
広
義
に
は
「
公
共

政
策
や
世
論
、
人
々
の
意
識
や
行
動
な
ど

に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
た
め
に
政
府
や

社
会
に
対
し
て
行
わ
れ
る
働
き
か
け
」
と

定
義
さ
れ
、
そ
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
一

般
に
①
議
員
や
行
政
機
関
へ
の
直
接
的
ロ

ビ
イ
ン
グ
、
②
デ
モ
、
署
名
活
動
な
ど
の

草
の
根
ロ
ビ
イ
ン
グ
、
③
メ
デ
ィ
ア
へ
の

ア
ピ
ー
ル
、
④
啓
発
・
世
論
形
成
、
⑤
他

団
体
と
の
連
合
形
成
、
⑥
裁
判
闘
争
と

い
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
ア

ド
ボ
カ
シ
ー
は
「
政
策
提
言
」
と
訳
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
政
府
に
対
す
る
直
接
行

動
や
圧
力
と
受
け
止
め
ら
れ
、
自
治
体
レ

ベ
ル
の
市
民
社
会
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い

印
象
を
与
え
が
ち
で
あ
る
。

　

⑵　

市
民
社
会
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の
現

　
　
　

状

　

実
際
、
市
民
社
会
の
「
政
策
提
言
」
は

活
発
と
は
言
え
な
い
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
み

え
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
が

２
０
１
４
年
に
実
施
し
た
「
三
重
県
内
の

中
間
支
援
団
体
の
機
能
調
査
」
で
は
、
中

間
支
援
組
織
の
機
能
を
５
つ
に
分
類
し
、

独
自
の
点
数
付
け
を
し
た
と
こ
ろ
、
ア
ド

ボ
カ
シ
ー
機
能
は
最
も
低
調
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。（
図
１
）
前
述
の
市
民
社

会
の
本
質
や
機
能
か
ら
み
る
と
、
決
し
て

よ
い
状
況
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

⑶　

自
治
体
へ
の
市
民
社
会
の
ア
ド
ボ

　
　
　

カ
シ
ー

　

そ
の
一
方
で
、
自
治
体
に
対
す
る
市
民

民設民営Ａ（公設民営の市民活動センターを運営）
民設民営Ｂ

本稿の想定する
逆U字型関係

従来の「好影響」説
の想定する関係

低

低

高

高

従来の「悪影響」説
の想定する関係

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の

活
動
量

政府への財政的依存度

図２　政府への財政的依存とアドボカシーの逆U字型関係

図１　中間支援組織の「５つの機能」の状況

図
２　
政
府
へ
の
財
政
的
依
存
と

　
　
　
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の
逆
Ｕ
字
型
関
係

坂本「政府への財政的依存と市民社会のアドボカシー」より
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４　

自
治
体
と
市
民
社
会
と
の

　
　
　
「
政
策
協
働
」「
政
策
対
話
」

　

⑴　
「
政
策
協
働
」「
政
策
対
話
」
の
必

　
　
　

要
性

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
市
民
社

会
は
本
質
的
に
政
策
と
の
関
わ
り
が
深

い
。
草
の
根
の
市
民
が
抱
え
る
課
題
の
当

事
者
に
近
く
、
市
民
に
と
っ
て
何
が
課
題

な
の
か
、
何
を
す
べ
き
か
が
よ
く
見
え
て

い
て
、
自
治
体
が
取
り
組
ん
で
い
な
い
新

し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
で
事
業
を
展
開
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、
市
民

の
真
の
ニ
ー
ズ
を
良
く
把
握
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、政
府
・
企
業
な
ど
他
の
セ
ク
タ
ー

に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

自
治
体
に
お
い
て
は
市
民
社
会
と
の

「
協
働
」
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
も
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
性
格

を
持
つ
市
民
社
会
は
、
自
治
体
に
お
い
て

は
「
事
業
協
働
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市
民

の
た
め
の
幅
広
い
政
策
形
成
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
自
治
体
、
市
民
社
会

双
方
が
「
市
民
協
働
」
を
重
視
し
て
い
く

上
で
、「
政
策
協
働
」
及
び
そ
の
前
段
階

の
「
政
策
対
話
」
は
重
要
で
あ
る
。

　

⑵　

市
民
サ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
「
市
民

　
　
　

宣
言
」

　

筆
者
は
２
０
１
６
年
５
月
、
愛
知
・
岐

阜
・
三
重
３
県
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
連

携
に
よ
り
東
海
「
市
民
サ
ミ
ッ
ト
」
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
い
う
組
織
を
結
成
し
、
Ｇ
７

に
よ
る
「
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
」
と
並
行

す
る
「
市
民
の
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
（
市

民
サ
ミ
ッ
ト
）」
を
四
日
市
市
に
お
い
て

開
催
し
た
。
そ
の
最
終
日
に
は
以
下
の
よ

う
な
「
市
民
宣
言
」
を
行
っ
た
。「
市
民

協
働
」
の
文
言
を
入
れ
た
の
は
、
自
治
体

を
強
く
意
識
し
た
か
ら
で
あ
り
、
自
治
体

レ
ベ
ル
で
の
政
策
協
働
を
強
調
し
た
も
の

で
あ
る
。

１　

地
域
が
直
面
し
て
い
る
課
題
と
地

球
上
を
覆
う
深
刻
な
課
題
と
の
つ

な
が
り
を
意
識
し
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
市
民
活
動
に
取
り
組
み
、

課
題
の
改
善
や
解
決
を
も
た
ら
す

こ
と
。

２　
「
市
民
の
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
」
の

経
験
・
知
見
を
活
か
し
て
、
自
治

体
・
国
・
国
際
機
関
な
ど
に
対
し
、

市
民
か
ら
の
政
策
提
言
活
動
を
継

続
し
、
市
民
協
働
に
よ
る
効
果
的

な
政
策
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
。

３　

市
民
協
働
に
よ
る
政
策
づ
く
り
を

効
果
的
に
進
め
る
た
め
、
新
た
な

制
度
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を

行
う
こ
と
。

　

５　

始
動
す
る
「
政
策
協
働
」

　
　
　
「
政
策
対
話
」

　

⑴　

東
海
市
民
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

　
　
　

結
成
と
「
政
策
協
働
」

　

東
海
「
市
民
サ
ミ
ッ
ト
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
、
同
年
10
月
、「
東
海
市
民
社
会
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
組
織
を
改
組
さ
れ

た
。
同
団
体
は
、
目
的
に
「
愛
知
県
、
岐

阜
県
、
三
重
県
の
３
県
に
お
け
る
市
民
活

動
団
体
と
政
府
・
自
治
体
等
と
の
協
働
に

よ
る
政
策
づ
く
り
の
推
進
と
、
こ
れ
を
通

じ
た
力
強
い
市
民
社
会
の
形
成
」
を
掲
げ

て
お
り
、
政
策
協
働
を
目
的
と
す
る
広
域

的
な
自
治
体
レ
ベ
ル
の
団
体
と
し
て
、
他

に
例
を
見
な
い
存
在
と
な
っ
た
。

　

２
０
１
７
年
２
月
に
は
、
三
重
県
に
お

い
て
「
政
策
協
働
研
究
会
」
を
開
催
し
、

３
県
の
政
策
協
働
の
実
践
事
例
発
表
と
行

政
職
員
も
交
え
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

行
っ
た
ほ
か
、
３
月
に
は
岐
阜
県
に
お
い

て
「
行
政
と
の
協
働
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催

し
、
県
内
の
政
策
協
働
事
例
の
発
表
会
を

行
う
な
ど
、「
政
策
協
働
」
に
関
す
る
活

動
を
展
開
し
て
い
る
。

　

⑵　
「
政
策
対
話
」
に
関
す
る
四
日
市

　
　
　

市
で
の
取
組
み

　
「
政
策
協
働
」
は
な
お
堅
苦
し
く
、ハ
ー

ド
ル
が
高
い
こ
と
か
ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
四

日
市
Ｎ
Ｐ
Ｏ
協
会
で
は
、
そ
の
前
段
階

の
「
政
策
対
話
」
に
取
り
組
ん
だ
。
昨
年

初
当
選
し
た
森
四
日
市
市
長
の
目
玉
施
策

「
子
育
て
す
る
な
ら
四
日
市
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
「
市
長

と
市
民
活
動
団

体
と
の
対
話
」

が
そ
れ
で
あ

る
。
２
０
１
７

年
、
初
の
試
み

と
し
て
企
画
し

た
と
こ
ろ
、
森

市
長
の
前
向
き

な
姿
勢
に
よ
り

実
現
し
た
。

　
「
政
策
対
話
」

で
は
、
子
育
て

関
係
を
中
心
と

す
る
市
内
の
Ｎ

Ｐ
Ｏ
関
係
者
が

集
ま
り
、
日
常

の
活
動
の
中
で
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感
じ
て
い
る
子
ど
も
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に

つ
い
て
意
見
を
出
し
合
っ
た
。
市
長
の
考

え
方
を
初
め
て
聞
い
た
と
い
う
人
も
多

く
、
自
然
体
験
の
場
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
場

が
欲
し
い
な
ど
、
身
近
な
課
題
で
盛
り
上

が
り
、
初
回
に
し
て
は
成
功
し
た
と
い
え

よ
う
。
今
後
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
取
り

組
む
と
と
も
に
、
事
前
に
市
民
社
会
内
部

で
の
意
見
交
換
を
行
い
、
あ
る
程
度
整
理

さ
れ
た
テ
ー
マ
で
話
し
合
う
こ
と
で
、
次

に
つ
な
が
る
政
策
対
話
が
可
能
に
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

⑶
「
あ
ど
ぼ
の
学
校
」
の
取
組
み

　

京
都
、
愛
知
、
岐
阜
等
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ

Ｇ
Ｏ
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
「
あ
ど

ぼ
の
学
校
」
で
は
、「
社
会
を
変
え
る
」

を
テ
ー
マ
に
、
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
先
進
地
域

の
事
例
か
ら
学
ぶ
連
続
講
座
を
実
施
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
に
は
自
治
体
と
市
民
社
会

と
の
「
政
策
協
働
」「
政
策
対
話
」
が
含

ま
れ
て
お
り
、
豊
か
な
内
容
が
注
目
さ
れ

て
い
る
。

　

６　

ま
と
め
～
今
後
の
論
点

　

最
後
に
、
今
後
自
治
体
と
市
民
社
会
と

の
「
政
策
協
働
」「
政
策
対
話
」
を
発
展

さ
せ
る
う
え
で
の
論
点
を
ま
と
め
て
お

く
。

　

⑴　

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の
再
定
義

　

従
来
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は

圧
力
的
で
、
自
治
体
・
市
民
社
会
双
方
に

と
っ
て
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
も
の
に
な
り
が

ち
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
政
策
提
言
」

よ
り
ゆ
る
や
か
な
「
政
策
対
話
」
や
、
パ

イ
オ
ニ
ア
的
な
事
業
の
取
組
み
な
ど
、
よ

り
幅
広
い
「
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
」
概
念
を
再

定
義
し
、
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
多
く
は
課
題
へ
の
対
応
が
制
度
化
さ

れ
て
い
な
い
現
状
を
「
ほ
っ
と
け
な
い
」

と
活
動
を
始
め
、
活
動
が
蓄
積
さ
れ
た

後
、
国
や
自
治
体
で
制
度
化
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
（
図
３
）。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
現
状
に
対

案
を
提
起
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
、

実
例
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
政
策
形
成
に

参
加
す
る
の
で
あ
る
。

　

⑵　

ア
ド
ボ
カ
シ
ー

　
　
　

手
法
と
効
果

　

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
を
行

う
場
合
、「
誰
の
何
を

変
え
た
い
の
か
」「
対

象
を
い
か
に
動
か
す

か
」な
ど
、そ
の「
成
果
」

を
生
み
出
す
た
め
の
手

法
の
検
証
も
必
要
で
あ

る
。
従
来
こ
の
検
証
が

不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
現
実
的
な
視
点

に
立
っ
た
実
践
的
な
研

究
が
求
め
ら
れ
る
。

　

⑶　

自
治
体
レ
ベ
ル
の

　
　
　

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の

　
　
　

可
能
性
と
実
態
の

　
　
　

検
証

　

国
と
自
治
体
を
比
較

す
る
と
、
自
治
体
レ
ベ

ル
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の

方
が
取
り
組
み
や
す
い

こ
と
が
先
行
研
究
で
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
公
的
資
金
を

受
け
る
こ
と
と
、
自
治

体
へ
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

丁
寧
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
非
公
式
な

ロ
ビ
イ
ン
グ
が
増
え
る
こ
と
で
、
不
公
正

な
結
果
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
し
、
何
を

ど
う
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
の
検
証

も
重
要
で
あ
る
。

　

⑷　

中
間
支
援
組
織
の
役
割

　

市
民
社
会
を
強
化
す
る
上
で
、
中
間
支

援
組
織
の
役
割
が
重
要
で
あ
る
。
ア
ド
ボ

カ
シ
ー
の
再
定
義
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

中
間
支
援
組
織
の
活
動
の
見
直
し
も
必
要

だ
と
思
わ
れ
る
。

　

⑸　

地
縁
団
体
と
市
民
社
会

　

日
本
の
市
民
社
会
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
地
縁

団
体
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自

治
体
に
お
け
る
市
民
社
会
の
位
置
づ
け

は
、
地
縁
団
体
が
圧
倒
的
に
大
き
く
、
市

民
社
会
に
お
い
て
地
縁
団
体
を
ど
う
位
置

づ
け
る
か
は
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ

る
。
近
年
、
地
域
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

が
増
加
し
て
き
て
お
り
、「
政
策
協
働
」

に
て
地
縁
組
織
が
ど
う
機
能
す
る
か
、
研

究
が
必
要
で
あ
る
。

　

⑹　
「
政
策
協
働
」「
政
策
対
話
」
を
促

　
　
　

進
さ
せ
る
た
め
の
制
度
化

　

自
治
体
と
市
民
社
会
の
「
政
策
協
働
」

「
政
策
対
話
」
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、

単
発
的
な
取
組
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
何

ら
か
の
制
度
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
有
効

で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
制
度
が
可
能

か
、
今
後
広
域
の
市
民
社
会
と
も
連
携
し

な
が
ら
研
究
を
進
め
た
い
。
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と
ア
ド
ボ
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シ
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市民社会の
独自の領域


